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令和８年度（2026年度）市町村事業に係る広域連携等支援業務 

企画コンペ実施要領 

 

１ 目的 

医療費適正化につながる施策を進める上での課題を抱える市町村（保険者）と、課

題解決に資するデジタル技術やサービスを有する企業との意見交換の場を設け、市町

村が今後の具体的な取組みを進めるための一助とする。また、本意見交換を通じて、

市町村が単独で解決可能な課題と、広域的な連携が必要とされる課題を整理・抽出

し、効果的かつ実現可能性の高い取組みにつなげることを目的とする。 

 

２ 業務概要 

（１）業務内容 

別添基本仕様書のとおり 

なお、本業務は、都道府県国保ヘルスアップ支援事業（保険者努力支援交付金の 

交付対象）として取り組むものである。 

 

（２）委託期間 

契約締結日から令和９年（2027年）２月 26日（金）まで 

 

（３）提案限度額 

7,800千円を上限とする。 

※ 会場使用料（光熱費、備品使用料含む）を除く。 

※ この額は、提案にあたっての目安（上限）となる額であり、契約額は別途設定

する予定価格の範囲内で決定するため、この額とは必ずしも一致しない。 

 

３ 企画コンペに関する事項 

（１）参加資格 

次に掲げる要件を全て満たす企業又は団体であること。 

① 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立

てを行なった者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る

更生計画認可の決定を受けていること。 

② 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立

てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る再

生計画認可の決定を受けていること。 

③ 熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領（平成 14年熊

本県告示第 811号）第２条第 1項の規定による指名停止の期間中でないこと。 

④ 法人等の代表者(役員を含む)が、次のア又はイのいずれにも該当しないこと。 

 ア 破産者で復権を得ない者 

 イ 禁固以上の刑に処され、その執行を終わった日、又は執行を受けることがなく
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なった日から２年を経過しない者 

⑤ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する事実

がないこと。 

⑥ 消費税及び地方消費税並びに県税を滞納していないこと。 

⑦ 賃金不払いの事実があり、当該状態が継続している場合など、明らかに委託事業

者として不適当と認められる者でないこと。 

⑧ 熊本県暴力団排除条例（平成22年12月22日条例第52号）及び暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）に規定する暴力団員等でない

こと。 

 

（２）実施スケジュール（予定） 

内  容 日程・期限 詳細 

公募開始 令和８年（2026 年）６月 24 日（水） － 

質問票提出期限 令和８年（2026 年）６月 29 日（月）17 時 00 分必着 
以下３（３）参照 

質問回答 令和８年（2026 年）７月１日（水） 

参加申込書 

提出期限 
令和８年（2026 年）７月３日（金）17 時 00 分必着 以下３（４）参照 

企画提案書 

提出期限 
令和８年（2026 年）７月 10 日（金）17 時 00 分必着 以下３（６）参照 

審査会 

(プレゼンテーション） 

令和８年（2026 年）７月中旬～下旬 

※詳細は別途通知する。 
以下４（２）参照 

選定結果通知 令和８年（2026 年）７月下旬 以下４（３）参照 

契約内容協議 

契約手続き 
令和８年（2026 年）８月上旬～中旬 － 

業務着手 令和８年（2026 年）８月下旬 － 

意見交換会（基本

仕様書参照）実施 
令和８年（2026 年）10 月下旬～11 月上旬 － 

 

（３）質問及び回答 

①提出方法 

・質問票（様式第１号）により、電子メールにて提出すること。 

メールアドレス：kokuhokourei@pref.kumamoto.lg.jp  

※件名に「コンペ質問（事業者名）」と付記すること。 

②回答 

回答は質問者に対して個別に行うが、公表しないと審査の公平性が保てない

と判断されるものについては、熊本県ホームページで公表する。 

 

（４）参加申込書の提出 

mailto:kokuhokourei@pref.kumamoto.lg.jp
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以下の書類を（３）のアドレス宛に電子メールにて提出すること。 

※件名に「コンペ参加申込書（事業者名）」と付記すること。 

①参加申込書（様式第２号） 

②登記事項証明書（写し可、提出日前３か月以内に発行された現在事項証明書） 

③消費税及び地方消費税並びに都道府県税に未納がないことの証明書（写し可、

提出日前３か月以内に発行されたもの） 

ア 消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書 

イ 都道府県税に未納がないことの証明書 

・熊本県内に本店又は支店等がある場合は、各広域本部、各地域振興局又は

県自動車税事務所のいずれかで発行する、熊本県税（全般）について未納が

ないことの証明書。 

・熊本県内に本店又は支店等がない場合は、本店所在地の都道府県が発行す

る都道府県税に未納がない証明書。「都道府県税に未納がない」ことの証明書

が発行されない場合は、法人住民税及び法人事業税・地方法人特別税につい

ての直近の事業年度分の納税証明書。 

※令和８年度（2026年度）熊本県の入札参加資格を有している者は、上記②、

③の書類を省略可能。その場合、様式２の「熊本県入札参加資格登録番号」

欄に該当する登録番号を記入すること。 

なお、共同企業体として本プロポーザルに参加する場合は、参加申込書（様式

第２号）の提出者は代表となる構成員が担うものとし、同様式の会社概要のその

他特記事項に共同企業体である旨及びその構成員を記載すること。代表構成員以

外の構成員の上記②③の書類については、※印の扱いに準拠する。 

 

（５）参加資格の決定及び通知 

参加資格の確認については、参加申込書等の提出期限日をもって行うものとし、

結果（参加資格がないと認めた場合はその理由も含む）については、書面により

通知する。なお、参加資格を認めた者であっても、当該確認後に参加資格を満た

さないことが明らかになったときは、当該参加資格を取り消すものとする。 

 

（６）企画提案書等の提出 

参加申込書を提出した事業者は、次の書類を「行政業務支援システム」により

提出すること。当該システムの利用に当たっては、参加申込書に記入された電子

メールアドレス宛に本県から当該システムにて空ファイルを送信することにより

利用できるようにすることを想定している。 

①  企画提案書  （様式第３号） 

② 企画提案資料（任意様式、Ａ４版横５ページ程度） 

・意見交換会が市町村の課題解決につながるための工夫、フォローアップの

方法など、具体的に記載すること。 

・提案業務の一部を再委託で実施する予定の場合は、実施体制に再委託先を
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明記するとともに、再委託する業務を明確にすること。 

・意見交換会の実施場所及び日時については、グランメッセ熊本（熊本県上

益城郡益城町福富１０１０）コンベンションホール、令和８年 11 月 10 日午

後を想定している。 

③ 実施体制（任意様式） 

④ 業務スケジュール表（任意様式） 

⑤ 概算経費見積書（任意様式） 

※ 会場使用料（光熱費、備品使用料含む）は除くこと。 

※ 消費税及び地方消費税の額がわかるように記載すること。 

※ 積算の内訳を可能な限り詳細に記載すること。 

⑥  類似業務の受託実績（任意様式） 

 ※ 該当がある場合に提出すること。 

⑦ 事業者の取組に関する申出書（様式第４号） 

 

４ 企画提案書の審査に関する事項 

（１）審査方法 

企画提案書及びプレゼンテーションについて、以下の審査項目に基づき審査を行い、

審査員の点数の合計が最も高かった事業者を受託候補者とする。同点となった場合は、

審査項目のⅡについて各審査員の点数の合計が最も高かった事業者を採用する。さら

に、同点の場合は審査員の多数決により決定する。この場合において、提案内容が仕

様書の要件を満たさない場合又は審査員全員の評価点数の合計の平均が 60 点に満た

ない場合は、その事業者を採用しない。 

なお、参加申込者多数の場合は審査会による書面審査を実施し、上位３者程度を選

定した上でプレゼンテーションを実施する。 

 

審査項目 審査基準 配点 

Ⅰ 提案の的

確さと実現性 

業務内容を十分に理解し、業務の趣旨に合った企画提案となって

いるか。 
２０点 

業務スケジュールは明確かつ妥当か。見積金額は適正か。 １５点 

Ⅱ 工夫・独

創性 

市町村と企業等の意見交換の場を効果的なものにするための工

夫があるか。 
３０点 

意見交換会後に、市町村が具体的な取組みを進めやすくするため

の工夫があるか 
２０点 

Ⅲ 業務実施

体制 

本業務の遂行のために必要な実施体制（対応人数、役割分担、

責任体制等）がとられ、迅速・柔軟な対応ができる体制となっ

ているか。 

１０点 

Ⅳ 事業者の

取組 

（公告日現

熊本県ブライト企業の認定を受けているか。 １点 

障がい者支援施設等からの物品及び役務の調達実績（今年度又

は前年度）があるか。 
１点 
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在） 事業活動温暖化対策計画書制度の対象事業者（義務及び任

意）、エコアクション21、RE100、再エネ100宣言RE Actionの

いずれかの認証等、または森林吸収量認証書の交付実績（今年

度又は前年度）があるか。 

１点 

熊本県SDGs登録制度に登録しているか。 １点 

パートナーシップ構築宣言に登録しているか。 １点 

合計 １００点 

 

（２）プレゼンテーションの実施 

①実施日時、場所 別途通知する。 

②持ち時間  １者につき 25分程度（プレゼン 15分、質疑応答 10分） 

③留意事項 

※プレゼンテーションに使用する資料は企画提案書及びその添付資料のみとし、

その他の当日配付、追加提出は認めない。 

 

（３）審査結果の通知 

書面にて提案者全員に通知する。 

 

（４）失格要件 

次のいずれかに該当した者は失格とする。 

① 参加資格を満たさなくなった場合、又は参加資格を満たさないことが判明した

場合 

② 提出書類に虚偽の記載、その他不正の行為をした者。選定後も同様。 

③ 本要領に定める手続き以外の手法により、審査会の委員及び県職員から助言、

援助その他審査の公平を疑われるような行為を受けた者又は当該行為を求め

た者。 

④ 本企画競争の手続き期間中に指名停止を受けた者。 

⑤ 提出書類の提出期間、提出場所、提出方法、記載方法等が、本要領及び各様式

の留意事項に適合しなかった者。 

⑥ 審査の公平性を害する行為を行った者。 

⑦ その他、本要領等に定める手続き、方法等を遵守しない者。 

 

５ 留意事項 

（１）企画提案の参加に要する経費は、全て参加申込者の負担とする。 

（２）この選考により決定する受託候補者との契約は、地方自治法施行令第 167 条の２第

１項第２号及び熊本県会計規則（昭和 60年熊本県規則第 11号）第 95条第１項第１

号の規定による単独随意契約とする。 

（３）契約締結の際は、熊本県会計規則第 77条第１項の規定により、契約保証金として契

約額の 100分の 10以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。ただし、契
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約保証金の納付は、同条第２項各号に規定する担保の提供をもって代えることがで

き、同規則第 78条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除することが

できる。 

（４）提出された提案書は、熊本県情報公開条例（平成 12年熊本県条例第 65号）に基づ

き公開することがある。 

（５）業務の実施においては、委託者と随時実施内容を協議しながら進めていくものとし、

提案内容全ての実施を保証するものではない。 

（６）委託者と受託候補者は委託業務に係る基本仕様書を協議し、最終的な仕様書を作成

したうえで委託契約を締結する。なお、必要な契約条件が合意に至らない場合、次

点者と契約締結について協議を行うことがある。 

（７）本業務で作成した成果物の著作権は、熊本県に帰属するものとする。 

 

６ 問合せ先 

〒８６２－８５７０ 

熊本県熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 

熊本県健康福祉部健康局国保・高齢者医療課 高齢者医療班 尾之内 

電話  ０９６－３３３－２２２３ 

メールアドレス：kokuhokourei@pref.kumamoto.lg.jp 
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